
 

 

 

 

 

 

近畿圏の新たな高速道路料金を２０２４年６月１日（土）から開始したことに伴い、様々な割引制度を導入し

ました。今般、お客さまにより快適にご利用いただくため、都心迂回割引、都心流入割引及び深夜割引の意

識調査を実施します。 

 是非とも皆さまのご意見を施策検討の参考としたいため、下記の二次元コード、または、URL からアンケ

ートにご回答ください。 

 

１. アンケート名 

「都心迂回割引・都心流入割引・深夜割引の意識調査」 

 

２. 目的 

  割引制度に係るお客さまの意識を広く収集し、お客さまにより快適にご利用いただく施策検討の参考と

します。 

 

３. アンケート実施期間 

２０２４年 11月 30日まで  

 

４． 所要時間 

３分程度 

 

５. アンケート回答 

＜二次元コード＞ 

 

 

 

 

＜URL＞ 

https://cda9c965.form.kintoneapp.com/public/004f4cbff7533e864a2dbd483

9acfc00e4ad799f26303b27f465a2cbfaa8ae7f 

 

『都心迂回割引・都心流入割引・深夜割引の意識調査』のご協力のお願い 

本資料に係る問合せ先 
阪神高速道路株式会社 計画部 事業計画課  (代表) 06－620３－8888 
                     調 査 課 

https://cda9c965.form.kintoneapp.com/public/004f4cbff7533e864a2dbd4839acfc00e4ad799f26303b27f465a2cbfaa8ae7f
https://cda9c965.form.kintoneapp.com/public/004f4cbff7533e864a2dbd4839acfc00e4ad799f26303b27f465a2cbfaa8ae7f
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V 議車場舗装のリフレッシュエ事を行います。

期間中は、駐車場の一部が利用できなくなります。

混雑が予想されますので、近隣のSA・ PAも ご利用ください。

令和 7年 1月 6日～ 1月 下旬

西瀬戸自動車道

大浜 PA

大浜 PAの トイレ、
自動販売機などは

通常通 りご利用いただけます。

西瀬戸
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戸田 PA

来島海峡SA

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいた します。

本州四国連絡高速道路株式会社 しまなみ尾道管理センター

本工事に関するお問い合わせは

TEL 0848-44-3700鮒 時間 :釧寺～1却寺30分  =″ 本 四 高 速

E76 西瀬戸自動車道

寄
付

一部利用制限のお知らせ

工事期間

(予定)
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サービスエリアやパーキングエリアでは、

「普通車」「大型車」「二輪車」「バス」用など、

車種ごとに駐車スペ…スが決められています。

案内表示に従つて正しい場所に駐車してください。

・休日、祝日は駐車スペースを変更する場合があります。

・誘導員の案内がある場合は、案内により駐車してください。
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, 故障車・落下物・道路の破損等を見つけたら わたる

つながる
みらいへ

瞥逓車∽

iミ ペ・ヽ―風催

人型車亀

f写 鍮ガ惑い`で

☆型薫鰺

員ベー民t乏

普通車を

揮めなこ1∵

駐車枠の

自線毛無視して

斜めに

停めないで

道路緊急ダイヤル梓9910 切 本四高速



サービスエリア・パーキングエリア

ご不u用上の注意SAoPA
SA・ PA(サービスエリア・パーキングエリア)は、高速道路を利用されるお客さまの体憩などを目的と

している施設です。皆さまにSA・ PAを安全・I映適にご利用いただくため、お客さま同士でゆずりあい

ながらご利用ください。 なお、この禁止行為をされたお客さまへは、弊社から行為の中止又は退去を

求める場合や、弊社が関係機関への通報又は何らかの措置等を行う場合があります。

SA・ PAでは します

所定場所以外への駐車 集会・騒音。空ぶかし
1/

駐車禁止場所、車路又は

所定の区分 (二輪車、小型

車、大型車、トレーラー及

び障がい者用等 )以外の

駐車マスに駐車すること

違法改造車等の集会、

車両による空ぶかし等

騒音を発生させること
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火器の使用 無許可での

物品販売・

文書配布

r
みだりに火器の使用 鬱 巖 F′ヾ一ベキュー又は

花火等を行うこと
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無許可での

募金。署名・演説
施設や設備の

き損・汚損 鰺
募金、署名活動、

演説又は集会等を行うこと
脚 鰺
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休憩の目的を逸脱 した行為 所定場所以外
休憩の目的を逸脱 した

長時間・長期間駐車、

野宿、野営又は

車上生活等を行うこと

での喫煙
常静 脚

1凛 鳳 家庭ゴミ・

危険物等の

郎 持ち込み、放置

又は不法投棄
亀 島

ゴ′デ本四高速
以上に掲げるもののほか、法令又は条例等に違反する行為、弊社の業務上の支障又は

他のお客さまのご利用上の妨げとなるような行為はおやめください。
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